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木曽川水系連絡導水路の目的

目 的

（１）異常渇水時の緊急水の補給による河川環境の改善等

 木曽川水系の異常渇水時において、徳山ダムに確保された渇水対策容量の内の４，０００万m3の水を木曽川及び長良
川に導水することにより、木曽川成戸地点で約４０m3/sを確保し、河川環境の改善等を行う。

（２）新規利水（安全度向上分）の補給

 徳山ダムで開発した愛知県及び名古屋市の都市用水を最大４m3/s導水することにより、木曽川で取水できるようにする。

○徳山ダム貯留水の配分

流水の正常な
機能の維持
115,000千ｍ3

115,000千ｍ3

47,000千ｍ3

31,000千ｍ3

利水容量
78,000千ｍ3

揖斐川 長良川 木曽川

底水容量

40,000千ｍ3渇水対策容量
53,000千ｍ3

13,000千ｍ3

徳
山
ダ
ム

（万石確保20m3/s）

（万石確保20m3/s）

（成戸確保40m3/s）

愛知（上）  2.3m3/s
名古屋（上）1.0m3/s
名古屋（工）0.7m3/s

岐阜（上）  1.2m3/s
岐阜（工）  1.4m3/s3/s
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木曽川

飛騨川

長良川

揖斐川

伊勢湾

徳山ダム
岩屋ダム

新丸山ダム

阿木川ダム

横山ダム

西平ダム

犬山頭首工

牧尾ダム

味噌川ダム

長良川河口堰

木曽川大堰

（建設中）

成戸

万石

根尾川

20m3/s（治水16m3/s
、利水4m3/s） 15.3m3/s

（治水12m3/s
、利水3.3m3/s）

4.7m3/s（治水4m3/s
、利水0.7m3/s）

（建設中）

導水ルート

 導水ルートは、地形・地質上の制約、経済性、河川流況改善区間延長及び利水供給可能区域等から、揖斐川西平ダム
付近から木曽川坂祝地区に導水することを基本とする。

 また、長良川中流部への維持流量の供給及び事業費の軽減を図るため木曽川への導水の一部を長良川を経由するもの
とする。

工 期 平成２７年度（予定）

事 業費 約８９０億円

諸 元 延長：約４４km、トンネル径：約４ｍ、最大導水量：２０m3/s

木曽川水系連絡導水路の計画概要 １
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今渡ダム

犬山頭首工

木曽川大堰

揖
斐
川

揖
斐
川

長
良
川

長
良
川

木
曽
川

木
曽
川

管
瀬
川

根
尾
川

板
屋
川 鳥

羽
川

伊
自
良
川

揖
斐
川

長
良
川

木
曽
川

徳山ダム

横山ダム

西平ダム

【上流施設】
大部分が山岳トンネル
河川横過部は逆サイフォン

【下流施設】
長良川と木曽川の背割堤を
乗り越えるパイプライン

木曽川水系連絡導水路の計画概要 ２

導水路の水の流水区間
工 期：平成２７年度（予定）

事業費：約８９０億円
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木曽川における水資源開発の歴史

木曽川 今渡 100m3/s
木曽成戸 50m3/s

・工事実施基本計画（昭和40年3月）
木曽川 今渡地点において100m3/s

○大正13年 大井ダム完成

○昭和14年 今渡ダム完成。水力発電による流量変動を改善。

○昭和17年 下流域の農業関係者との合意事項が今渡地点の貯

留制限流量100m3/s。工事実施基本計画（昭和40
年3月）でその値を正常流量とした。

○昭和40年に愛知県、岐阜県、三重県、長野県と関係行政機関
（建設省、農林省、通産省）が組織した木曽三川協議会で、利水
計画の基本とする河川流量（貯留及び取水制限流量）を成戸、
今渡地点で設定した。

木曽川 今渡 かんがい期 150m3/s
非かんがい期 80m3/s

（木曽成戸 50m3/s）

○河川整備基本方針

今渡ダム
制限流量 100m3/s

牧尾ダム

岩屋ダム

味噌川ダム

阿木川ダム

木曽川大堰（成戸）
制限流量 50m3/s

大井ダム

河川水利用については流水の正常な機能を維持するために必要な流量を確保した上で取水すべきであるが、木曽川水系
では貯留及び取水制限流量を設定することで新規の水資源開発を進めた。
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維持流量＝貯留及び取水制限流量

1/10規模の渇水

流量

既得用水取水後の河川流量

時間

後発の多目的ダム等により不特定補給

新丸山ダム

不特定補給

新規開発水量

木曽川水系における河川維持流量の回復

例えば成戸地点

水利用の合理化

味噌川ダム・阿木川ダム

50m3/s
40m3/s

30m3/s

河川の維持流量を段階的に回復させることとしている。
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出典 ：「日本の水資源」（国土交通省土地・水資源局水資源部）に河川局が加筆

：全国51地点の算術平均値。

：トレンドは回帰直線による。

：各年の観測地点数は、欠測等により必ずしも51地点ではない。

過去１００年間の降雨状況をみると年降水量は減少傾向。この間、最小値も６～８回更新。
ダムを計画した当時の流況は期待できない。
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(mm)

(S.20) (S.40) (S.59) (H.17)(T.14)(M.38) （H.6）

木曽川水系のダムによる水資源開発計画に用いられた流量データの期間（S17～S43）

年降水量の減少及び変動幅の増大
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４０m3/s

1/10規模の渇水 異常渇水（平成6年渇水相当）

流量

日

木曽川上流ダムの不特定容量と徳山ダム渇
水対策容量による木曽成戸地点４０m3/s確保
の仕方（イメージ）

木曽川水系連絡導水路の使い方

１／１０規模の渇
水時であれば木曽
川の不特定容量
のみで補給可能

渇水途中で異常渇
水になるかどうか
判断できないため、
通常の渇水でも同
様な方法で確保す
る

４０m3/s

４０m3/s

４０m3/s

不特定補給

不特定補給

不特定補給

渇対補給

（緊急水）

渇対補給（緊急水）

40m3/s

４０m3/s

不特定補給
渇対補給
（緊急水）

木曽川における確保方法（異常渇水）

木曽川における確保方法（1/10規模の渇水）

16m3/s

不特定容量を使い
切ってから徳山ダ
ム渇対容量の補
給を行う。40m3/s
の導水能力が必
要

不特定容量が半分
になった時から徳
山ダム渇対容量を
導水すると、導水
能力は16m3/sでよ
く、経済的

このため、1/10規模の渇水時でも渇水対策容量の水が流れることになる。

異常渇水時の緊急水の補給

不特定補給（1/10規模の渇水）
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m3/s

渇水対策補給

木曽川ダム不特定後

導水規模
約16m3/s

木曽川

利水補給 ４m3/s利水補給 ４m3/s

平常時

平常時は利水のみ導水
木曽3ダムの残容量が５０％
になった段階で併用

木曽３ダム：阿木・味噌・新丸山ダム

緊急水
16m3/s

木曽川３ダムの不特定容量からの補給

根
尾
川

長
良
川

木
曽
川

犬山頭首工

最
大40㌧●成戸地点

最
大12㌧

長良川河口堰

最 大
24㌧

47,000千ｍ3

31,000千ｍ3

利水容量
78,000千ｍ3

揖斐川 長良川 木曽川

洪水調節容量

40,000千ｍ3渇水対策容量
53,000千ｍ3

13,000千ｍ3

流水の正常な
機能の維持
115,000千ｍ3

115,000千ｍ3

徳
山
ダ
ム

（万石確保20m3/s）

（万石確保20m3/s）

（成戸確保40m3/s）

愛知（上）  2.3m3/s
名古屋（上）1.0m3/s
名古屋（工）0.7m3/s

岐阜（上）  1 2m3/s
岐阜（工）  1.4m3/s3/s

揖
斐
川

最
大20㌧
万石地点●

最
大4㌧

徳山ダ
ム

木曽川大堰

阿木川ダム 味噌川ダム 新丸山ダム

利水容量

22,000千m3

 洪水調節容量

6,000千m3

阿木

31,000千m3

12,000千m3

味噌

発電容量

18,220千m3

15,000千m3
新丸

導－10

木曽川水系連絡導水路の使い方
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０m3/s
（断続的）

７m3/s
０m3/s
（連続的）

Ｈ６渇水最小流量

異常渇水時
徳山ダム及び

導水路あり

地 点 成戸忠節万石

概ね５０m3/s概ね２６m3/s概ね３０m3/s正常流量等（案）

４０m3/s
正常流量の4/5

１１m3/s
正常流量の2/5

２０m3/s
正常流量の2/3

木曽川長良川揖斐川（参考）河川名

異常渇水時に徳山ダム及び連絡導水路により確保できる流量は現行運用による試算値

１．断流を解消する

 渇水対策容量に確保された緊急水を木曽川に１６m3/s（その内、４m3/sは長良川経由）導水することにより、異常渇
水時においてもＨ６渇水時には各川で発生した、川枯れ、瀬切れ等の断流を解消する。

２．動植物の生育への影響を軽減する

（１）アユ

 木曽川及び長良川に導水することにより、異常渇水時においても、各河川の中流部のアユの産卵場で必要と考えら
れる流量を確保する。

（２）ヤマトシジミ

 異常渇水時においてもH６渇水時にはほぼ０m3/sまで減少した木曽川大堰下流における流量を４０m3/sまで改善し、
斃死等、ヤマトシジミへの影響を軽減する。

３．観光舟への影響を軽減する

 木曽川及び長良川に導水することにより、H６渇水時に生じた木曽川の日本ライン下りの欠航や長良川の鵜飼いに対
する影響を軽減する。

４．河川の水質悪化を軽減する

 木曽川及び長良川に導水することにより、 H６渇水時における水質（ＢＯＤ：東海大橋１．４mg/L 、長良大橋１．４
mg/L)を１／１０規模の渇水時における水質（ＢＯＤ：東海大橋０．５mg/L 、長良大橋０．７mg/L)相当
にまで改善することが期待できる。

木曽川水系連絡導水路による流況改善効果

第9回木曽川水系
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揖斐川

（万石地点）

木曽川

（成戸地点）

木曽川へ導水する時の揖斐川の河川流況

・万石地点で３０m3/sの取水及び貯留制限流量を設定。

・徳山ダムの不特定容量及び渇水対策容量により異常渇水時においても揖斐川万石地点で２０m3/sを確保。

万石地点流量 Ｈ６～Ｈ７

0

100

200

300

400

500

1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月

（m3/s） ダムへの貯留
徳山ダムからの補給

成戸地点流量 Ｈ６～Ｈ７

0

100

200

300

400

500

1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月

（m3/s） 導水路からの補給

木曽川ダム群からの補給
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（１）水の用途別の需要の見通し

・水道用水 ： 毎秒約50立方メートル

・工業用水 ： 毎秒約19立法メートル

・農業用水 ： 水量の増加は見込まない

（２）供給の目標

水の需要に対し、近年の降雨状況等による流
況の変化を踏まえつつ、地域の実状に即して
安定的な水の利用を可能にすることを供給の
目標とする。

・平成27年度に供給可能と見込まれる水量は、
計画当時の流況を基にすると

： 毎秒約113立方メートル

近年の20年に2番目の渇水年の流況を基に
すると ： 毎秒約 77立法メートル

水の用途別の需要の見通し及び供給の目標

水資源開発基本計画（フルプラン）の全部変更

昭和40年6月に水資源開発促進法に基づく水系に指定され、昭和43年10月に水資源開発基本計画が決定さ
れた。その後、社会情勢等をふまえ、2回の全部変更と3回の一部変更を経て、平成16年に全部変更された。

【木曽川水系における水資源開発基本計画】

【現計画の概要（平成１６年６月１５日 閣議決定）】

（注）棒グラフの施設名は開発水量、自流は水利権量等、地下水、その他は取水量である。

（注）「近2/20」は、近年の20年に2回発生する規模の渇水を対象とした供給可能水量を示している。

（注）「H6」は、近年最大の渇水であるH6年を対象とした供給可能水量を示している。

都市用水（木曽川水系）

113 1

77.3

51.4
60.1

69.0
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・
供
給
水
量

（
木
曽
川
水
系

）

徳山ダム

長良川河口堰

味噌川ダム

三重用水

阿木川ダム

木曽川総合用水

愛知用水

その他ダム

自流

地下水

その他

最大取水量

m3/s

バランス
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木曽川（利水）ダムによる供給の安定性の低下 、木曽川における渇水の頻発

近年2/20の渇水年では水資源施設による供給の安定性が低
下。木曽川水系全体で約６割まで低下している。特に牧尾
・岩屋・阿木川・味噌川ダムの４ダムでは約５割の実力。

牧尾ダム及び岩屋ダムは、開発水量に対して利水容量が小さく
、少雨による流況悪化の影響を受けやすい。

※渇水発生回数は平成元年から平成１７年の集計。阿木川・味噌川ダムは総合運用による渇水を除く

木曽川に係る用水では近年の１０年間（H８～H17)におい
て１４回の取水制限（節水）を実施している。

 渇水 取水制限期間
発生 期間
年度 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 上水 工水 農水

H2 32 10 20 20

H4 51 10 20 20

H5 27 15 20 20

H6 166 35 65 65

H7 213 25 50 50

H8 29 20 20 20

H9 7 5 10 10

H11 9 5 10 10

H12 78 25 50 65

H13 143 20 40 40

H14 75 20 40 40

H16 33 15 30 30

H17 176 25 45 50

日数

最高取水制限率
（％）

：実際の取水制限実施期間

木曽川における取水制限実績

開発水量と供給可能量

0

30

60

90

牧尾ダム 岩屋ダム 阿木川ダム 味噌川ダム ４ダム合計

(m3/s)

開発水量

供給可能量(2/20)

供給可能量(H6)

約７割
約５割

約４割

約２割

約６割約４割 約８割約４割

約５割

約３割

「1m3/s当たりの利水容量」と「渇水発生回数」

0

5,000

10,000

15,000

20,000

牧尾ダム 岩屋ダム 阿木川ダム 味噌川ダム

(千m3)

開発水量

供給可能量(2/20)

供給可能量(H6)

渇水発生回数
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【需要想定方法について】
水道用水及び工業用水の需要想定値については、国土交通省水資源部より関係県に対して実施した需要想
定調査の結果を基に設定。なお、農業用水については、農林水産省に対して調査依頼を行い、関係県等と調
整を図りつつ検討し、結果、水量の増減は見込まれない。

工業用水の需要試算値の算出方法（フロー）水道用水の需要試算値の算出方法（フロー）

※ 国土審議会水資源開発分科会資料より作成

水資源開発基本計画（フルプラン）における水需給 １
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H12 H27

※１ 国土審議会水資源開発分科会資料より作成

（実績） （需要想定）

計60.1m3/s

6.6

5.5

8.4

28.8

0.5

10.0

0.4

計69.0m3/s

6.8

5.6

10.2

32.4

1.8

11.8

0.3 長野県 水道用水

岐阜県 水道用水

岐阜県 工業用水

愛知県 水道用水

愛知県 工業用水

三重県 水道用水

三重県 工業用水

【最大取水量の実績（H12）と需要想定（H27)】

平成27年における需要想定は、関係県のおける需要想定の結果を基に算定されている。たとえば、愛知県に
おいては将来の水需要について過去10年間の受水団体の用途別(生活用、業務・営業用、工場用等)給水実
績を基に、将来の人口動向や社会増、また、地盤沈下対策に伴う地下水の代替水源の確保を考慮し、時系列
分析により推計されている。

※２ 最大取水量の計は端数の関係で合わない場合がある

m
3
/
s

水資源開発基本計画（フルプラン）における水需給 ２
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【愛知県の水道用水の需要想定】

※１国土審議会水資源開発分科会資料より作成

※２国勢調査結果より愛知県内のフルプランエリアにかかる市町村を集計

名古屋市地域は名古屋市が、名古屋市地域以外は愛知県が推計。愛知県は、上水道、簡易水
道及び専用水道を対象として、地域区分（尾張地域（名古屋市除く）、愛知用水地域）ごとに、Ｓ５
５～Ｈ１２実績に基づいて推計している。

人
口

4,400

4,600

4,800

5,000

5,200

5,400

愛知県水道給水人口（ＰＦ区域）

国勢調査結果（ＦＰ区域※２）

千人

水資源開発基本計画（フルプラン）における水需給 ３
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【愛知県の工業用水の需要想定】

工業出荷額： 内閣府、国土交通省国土計画局の経済見通しを基に推計。

地域区分ごと、業種分類ごとに、時系列傾向分析により推計。

（工業出荷額）×（使用水量原単位）により使用水量を算出した上で、回収率等を基に推計。使用水量原
単位は、地域区分ごと、業種分類ごとに、時系列傾向分析により推計。

地域区分ごとに、工業用水補給水量の水源構成のH１２実績等を基に推計。

回 収 率：

補給水量原単位：

補給水量のうち工業
用水道依存分：

①

②

③

④

兆円

10

20

30

5

15

25

35

②

①

③

④

工
業
出
荷
額

m3/日/億円

10

20

30

5

15

25

35

補
給
水
量
原
単
位

※名古屋市工業用水道を除く想定方法（グラフは含む）

※国土審議会水資源開発分科会資料より作成

工業用水使用量

工業用水補給水量

うち工業用水道

回収率

工業出荷額（平成７年価格）

補給水量原単位

水資源開発基本計画（フルプラン）における水需給 ４
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地域別の水需給バランスを見ると、近年2/20の渇水規模に対する供給能力でバランスが図られている。

【水需給バランス】

※ 国土審議会水資源開発分科会資料より作成

水資源開発基本計画（フルプラン）における水需給 ５
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【木曽川供給区域おける需要想定】

水資源開発基本計画（フルプラン）における水需給 ６

※ 国土審議会水資源開発分科会資料

第9回木曽川水系
流域委員会 資料-3
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Ｈ６渇水被害（市民生活・社会経済活動への影響及び地盤沈下） ２

取水制限による影響

生活用水

工業用水

農業用水

節
水
解
除

1994年
6月1日～ 8月22日～ 9月1日～6月17日～ 7月14日～ 11月14日

●学校でのプール使用禁止

●2日通水4日断水する間断通水実施
●農作物への被害発生

●配水捜査（分水バルブ、給水栓）に対する労力負担増大

●生産ラインの一部停止
●タンクローリーによる水運搬・緊急輸入

●自己水源の限界使用

●生産調整、操業短縮

●送水量絞込み、通水時間短縮

●19時間断水（3日間）
●高台での出水不良 ●8/17～8/31時間給水実施
●一時断水開始

●水質障害発生

●プール使用制限

●雑用水の節水

●2日通水１日断水する間断通水実施

●回収、再利用の強化

●節水ＰＲ

出典：水マネジメント懇談会資料

8/22～６０％－－既得農業用水

－

６５％

６５％

農水

０千m3
8/5～8/22

8/22～8/31６５％３５％阿木川ダム

０千m3
8/5～8/8及び8/14～8/18

8/22～8/31６５％３５％牧尾ダム

０千m3
8/5～8/8及び8/13～8/19

8/22～8/31６５％３５％岩屋ダム

最大節水期間工水上水
最低貯水量

最大節水率※ （※取水制限率）

出典：ダム：平成６年異常渇水の記録

既得農業用水：東海農政局資料
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渇水に対する取り組みとその限界 １

国、地方自治体における渇水対策本部の設置

→補給の指示②各ダム利水容量の残
量の範囲内で、余裕
のあるダムから節水
中のダムに変わって
一部補填。

→発電事業者との調
整

⑤発電への応援要請

→緊急導水施設の設
置調整

④河口堰からの緊急導
水

→補給の指示③不特定容量の利用

→運用方法の指示②ダム群の総合運用

→利水者へ要請

→情報収集

河川管理者の関与

①取水制限の強化河川管理者が調整に
入り、対応策を協議

◎木曽川水系緊急水利調整
協議会
（国交省、経産省、農水省、関係県）

深刻な渇水

①利水者の自主節水利水者間での協議・
調整

○木曽川用水節水対策協議
会準備会
（水機構、地方公共団体、土地改良区）

○愛知用水節水対策委員会
（水機構、地方公共団体、土地改良区）

○揖斐川上流域渇水対策会
議
（国（ダム管理者）、地方公共団体、土地
改良区、発電事業者）

各ダム計画に基づき、
決められた供給区域に
ダム補給。

ダム管理者が運用決められた操作規則に従って
補給

渇水初期

渇水対策の方法水利調整の場流況の状況

第9回木曽川水系
流域委員会 資料-3
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【平成17年渇水時の対策】

渇水に対する取り組みとその限界 ２

ダムの枯渇による甚大な被害の発生を防止するため、渇水調整協議会等を開催し、
各利水者との調整や対策を実施。

木曽川水系では、貯水量が低下した牧尾ダム、岩屋ダムを温存するため、貯水量
に余裕のある阿木川ダム、味噌川ダムから水を回す４ダムの総合運用を緊急的に
実施。

長良川河口堰の水を新たなエリアに供給。

それでも

牧尾ダム

出典：中部地方整備局資料

第9回木曽川水系
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渇水に対する取り組みとその限界 ３

木曽川水系 牧尾ダム貯水状況

0

10,000
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5 月
1 日
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1 日
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8 月
1 日

9 月
1 日
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月

1日
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月

1 日

12
月

1日

（千m3） 平年（S37-H18） H6 H17

有効容量 68,000千m3

木曽川水系 岩屋ダム貯水状況
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1 日
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1 日
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月

1日

11
月

1 日

12
月

1日

（千m3） 平年（S53-H18） H6 H17

有効容量61,900千m3

平成６年における取水制限期間

平成１７年にける取水制限期間

第9回木曽川水系
流域委員会 資料-3



導－26

河川審議会答申

平成３年１２月６日、河川審議会より、「今後の河川整備は、いかにあるべきか」についての答申

がなされ、「治水、利水計画を上回る異常現象は必ず発生する。」として、「超過洪水、異常渇水

等に備える危機管理施策の展開」を要請している。

都市機能の麻痺を回避する異常渇水対策の推進

大都市地域においては、安定的に供給される水の使用によって、多様で高度な社会活動が保障されているのであり、
異常渇水に見舞われると、大都市を中心に都市機能が麻痺し、その影響は、当該地域のみならず全国に波及するお
それがある。

従って、異常渇水時においても、都市機能を維持するために必要な最小限の水を確保するため、次の異常渇水対策
を推進すべきであり、特に我が国の重要な社会経済活動を担う大都市都市圏を抱える４水系においては、２１世紀初
頭に完成させることを目途に整備を図る。

イ．渇水対策ダムの建設

異常渇水を対象として水を補給する渇水対策ダムを建設する。

ロ．水源の多様化

異常渇水時に広域的な水を融通できる河川ネットワークを形成すること等により水源の多様化を図る。

木曽川水系における異常渇水対応の必要性 １

第9回木曽川水系
流域委員会 資料-3
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木曽川水系における異常渇水対応の必要性 ２

・濃尾平野は人口、産業の集積地。
・社会経済活動のための取水は木曽川に依存。
・貯留及び取水制限を設定することで新規の水資源開発を進めた。

異常渇水時に河川維持流量の一部を回復することが可能となる。社会的混乱が発生しそうなときには、回復され
た河川維持流量の一部を用いて渇水調整機能を強化でき、河川環境の保全を図るとともに、中京圏という広域の
社会経済活動が渇水によって麻痺することを回避しつつ広域地盤沈下対策という国土保全上重要な効果を期待
できる。

・徳山ダムで渇水対策容量を確保。木曽川水系連絡
導水路を整備して異常渇水時においても河川の維
持流量の一部を回復。

・木曽川上流ダム群が長期にわたり枯渇し、社会経
済活動が停滞。
・厳しい取水制限に伴う水源の確保のために地下水
揚水量が一時的に増加し、広域地盤沈下が発生。
この地盤沈下により河川氾濫時の浸水深が増加
する。

・平成６年の渇水では、木曽川本川でも瀬切れが発
生し、河川環境に深刻な影響を与えた。

第9回木曽川水系
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需要量 取水可能量（試算）

ダムの枯渇によって、既得用水の需要量の範囲内
で、新規用水に供給しなければならいない。

不足量

（新規用水需要量）

既得用水需要量

（９月３日の場合）

必要性２－１ 木曽川水系連絡導水路がなければ

利
水
取
水
量

成
戸
地
点
河
川
流
量

既得用水取水量（需要量）

不足量

新規用水取水量

木曽川の自流

ダム貯水量

（既得＋新規）需要量

ダム利水容量が枯渇

ダムからの不特定補給

新規用水と既得用水を同じ
節水率で取水した場合の節
水率の試算値

河川流量が枯渇して、木曽川本川の瀬切れが発生する

ダム不特定容量が枯渇

＊既得需要：雨有り需要

＊新規需要：フルプランにおける需要(H27)

＊取水量はシミュレーション値。この際の利水供給施設は、牧尾ダム、岩屋ダム、阿木川ダム、味噌川ダム、長良川河口堰（許可分）。
不特定補給ダムは、阿木川ダム、味噌川ダム、新丸山ダム

不足量

維持流量

当面の確保流量

新規用水取水可能量

既得用水取水可能量

５５％工水

５５％農水

２８％上水
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利
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量

成
戸
地
点
河
川
流
量

既得用水取水量

不 量

新規用水取水量

木曽川の自流

木曽川５ダム貯水量

（既得＋新規）需要量

木曽川上流ダム群から
の不特定補給

導水路からの補給

＊既得需要：雨有り需要

＊新規需要：フルプランにおける需要(H27)

＊取水量、河川流量（「木曽川の自流」も含む）とも水系総合運用でのシミュレーション値。この際の利水供給施設は、牧尾ダム、岩屋
ダム、阿木川ダム、味噌川ダム、長良川河口堰（許可分）、新丸山ダム、徳山ダム（連絡導水路）。

維持流量

必要性２－２ 木曽川水系連絡導水路あり（水系総合運用の場合）

当面の確保流量

連絡導水路があって、水系総合運用
を行う。既得用水も同率で取水制限
を行った場合の試算値。

取水量は９月３日を例示

２５％工水

２５％農水

１３％上水

新規用水取水
可能量

既得用水取
水可能量

（m3/s）
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計画値 導水路なし 導水路があれば（計画運用） 導水路があれば（渇水調整の一方法）

新
規
利
水

２０m3/s

既
得
水
利

新
規
利
水

２７m3/s
２８
m3/s

新
規
利
水

既
得
水
利

既
得
水
利

２８
m3/s

５５m3/s
４８m3/s ４８m3/s

５５m3/s
４８m3/s

５５m3/s

１／１０規模渇水 Ｈ６規模渇水（９月３日）

取
水

維
持
流
量

５０m3/s

４０m3/s

２７m3/s

既
得
水
利

新
規
利
水

４０m3/s

節
水

節
水

維持流量の確保
も、節水率に応
じて減量する方
式で歴史的に培
われた方式

節
水

節
水節

水
節
水

河川の維持流量
の一部を確保しつ
つ、必要最小限の
都市用水を供給
し、民生安定と地
盤沈下の防止を
図ることもある。

ダム計画

既得水利を節水して
新規利水を確保。河
川維持流量は確保で
きない。

水利調整による水の
融通

徳山ダムからの緊急
水により維持流量を
一部回復。

総合運用や維持流量の
節水により取水制限を更
に緩和。

木曽川水系連絡導水路があれば
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木曽川

飛騨川

長良川

揖斐川

伊勢湾

徳山ダム

岩屋ダム

新丸山ダム

阿木川ダム

横山ダム

西平ダム

牧尾ダム

味噌川ダム

（建設中）

愛知用水

木曽川総合用水

岐阜県都市用水

犬山頭首工

（建設中）

木曽川水系連絡導水路

成戸:４０m3/s

万石：２０m3/s

根尾川

長良川河口堰

東濃用水

木曽川大堰

三重県都市用水

木曽川総合用水

水系総合運用の導入

木曽川

飛騨川

長良川

揖斐川

伊勢湾

徳山ダム

岩屋ダム

新丸山ダム

阿木川ダム

横山ダム

西平ダム

牧尾ダム

味噌川ダム

（建設中）

愛知用水

木曽川総合用水

岐阜県都市用水

犬山頭首工

（建設中）

万石：２０m3/s

根尾川

長良川河口堰

東濃用水

木曽川大堰

三重県都市用水

木曽川総合用水

成戸:４０m3/s

木曽川

飛騨川

長良川

揖斐川

伊勢湾

徳山ダム

岩屋ダム

新丸山ダム

阿木川ダム

横山ダム

西平ダム

牧尾ダム

味噌川ダム

（建設中）

愛知用水

木曽川総合用水

岐阜県都市用水

犬山頭首工

（建設中）

木曽川水系連絡導水路

成戸:４０m3/s

万石：２０m3/s

根尾川

長良川河口堰

東濃用水

木曽川大堰

三重県都市用水

木曽川総合用水

【現状施設による補給イメージ】

【連絡導水路完成後の補給イメージ】 【水系総合運用による補給イメージ】

①

②
導水路の整備による流
水ネットワークの構築

水系総合運用の導入

木曽川水系連絡導水路を最大限に活用するため、水系
全体の総合運用について、関係機関と調整し、その実
施に努める。
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渇水対策容量から水を導水する導水路を整備したうえで、水系総合運用を行った場合における木曽川上流ダム群の枯渇日数
及び取水制限の日数の低減効果

※（ ）は累計日数

※１ 供給施設 ： 利水単独導水路（愛知県、名古屋市の都市用水４m3/sの導水路）＋新丸山ダム＋現施設
現施設（＝牧尾ダム、岩屋ダム、阿木川ダム、味噌川ダム、長良川河口堰）

運用方法 ： 現在行われている渇水時の運用で、木曽川上流ダム群のいずれかが枯渇しそうな場合に他ダムから補給する。 （現行（緊水））

※２ 供給施設 ： 利水＋渇対共用導水路（渇水対策の木曽川分＋愛知県、名古屋市の都市用水 計２０m3/sの導水路）＋新丸山ダム＋現施設
運用方法 ： 全ての水資源施設を最も効率的に運用するとともに、水道用水等の節水状況に応じて河川維持流量も節水して運用する。（水系総合運用）

導水路を整備した上で水系総合運用を導入した場合の渇水被害軽減効果

０日０日０日０日０日導水路

＋河口堰

（総合運用）

３７日（８８日）４４日（４５日）５１日（５１日）１日（１日）０日導水路なし1/10規模の渇水

３日（３日）

４５日（８１日）

木曽川

用水

１８日（１８日）

２０日（５６日）

愛知・東濃

用水

３５％以上の

取水制限日数（上水）

２４日（２７日）

１９日（１００日）

木曽川

用水

２１日（３９日）

３２日（８８日）

愛知・東濃

用水

１５％以上の

取水制限日数（上水）

３６日導水路なし異常

渇水時
０日導水路

＋河口堰

（総合運用）

木曽川上
流ダム群
の枯渇日
数
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木曽川水系連絡導水路の施設計画の検討経緯 １

導水ルート（上流案・下流案の比較）

基本案（上流一通案）

比較案（上流分割案）

第9回木曽川水系
流域委員会 資料-3
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揖斐川から２０m3/s全量を直接木曽川に導水する「上流一通案」と、２０m3/sの内、４．７m3/sを長良川経由で木曽川に導水
する「上流分割案」について、木曽川及び長良川中流部における河川環境の改善効果及び事業費等について比較検討
する。

長良川

中流部

木曽川

中流部

長良川

木曽川

長良川

木曽川

・異常渇水時においても、アユの産卵及び生育に必要
な流量が確保される

・異常渇水時においてもアユの産卵及び生育に必要な
流量が確保される

流況改善効果

約３０ｋｍ―

約６０km約６０ｋｍ河川環境

改善範囲

緊急水：１２．０m3/s、都市用水： ３．３m3/s緊急水：１６．０m3/s、都市用水： ４．０m3/s
注水量

緊急水： ４．０m3/s、都市用水： ０．７m3/s―

約２．７億円／年約２．６億円／年維持管理費

約８９０億円

（上流施設：約８８０億円、下流施設：約１０億円）
約９００億円事業費

・異常渇水時においてもアユの産卵及び生育に必要な
流量が確保される

・異常渇水時にはアユの産卵及び生育に必要な流量が
確保されない

上流分割案上流一通案

結 論

 木曽川水系連絡導水路計画は、揖斐川から木曽川に導水する２０m3/sの内、１５．３m3/sは直接に、４．７m3/sは長良
川を経由させる計画とし、揖斐川から木曽川に導水するための上流施設と、長良川を経由させる水を、改めて木曽川へ
注水する下流施設から構成される「上流分割案」とする。

木曽川水系連絡導水路の施設計画の検討経緯 ２
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木曽川水系連絡導水路の環境調査 １

根
尾
川

長
良
川

揖
斐
川 木

曽
川

立
坑

立
坑 立

坑
立
坑

取
水
施
設

放
水
施
設

環境調査の項目

環境調査については以下の項目について調査中。

上流施設

木曽川

長良川

揖斐川

徳山ダム

横山ダム

西平ダム

犬山頭首工

長良川河口堰

木曽川大堰

（建設中）

成戸

万石

根尾川

導水路トンネルの沿線：
水環境、動植物、生態
系への影響

取水施設等の周辺（改変区域）：
大気環境、動植物、生態系への影響

下流河川：
水環境、動植物、
生態系への影響

伊勢湾

木曽川水系連絡導水路のイメージ図と想定される影響

・取水、放流施設等の周辺の大気環境や動植物・生態系
・導水路トンネル沿線の地下水状況や沿線の沢、池の動植物・生態系
・放水地点下流河川の水環境や動植物・生態系

今後は、下流施設に関する環境調査も実施する。

注）水環境：下流河川の水質、地下水の
水質及び水位

沢水や地下水、関係河川等の水環境、生物生息生育環境に係る現
地調査等に際しては、学識者の指導や助言をいただいて適切に実
施していくため、「木曽川水系連絡導水路環境検討会」を設立。

事業実施にあたっては、学識者の意見を聞いて、
環境への影響の軽減に努める。
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木曽三川におけるＢＯＤ（Ｈ６）

0

1

2

3

揖
斐
川

（
岡
島
橋
）

長
良
川

（
藍
川
橋
）

木
曽
川

（
犬
山
橋
）

（
m
g/
l）

平均値

木曽川水系連絡導水路の環境調査 ２

導水路による河川の水質への影響に関し、放水先である木曽川、長良川及び取水後の揖斐川を対象に「水温」「土砂による水の濁り（SS）」「有
機汚濁指標（ＢＯＤ)」「富栄養化（T-N、T-P）」の調査を行う。
ただし、環境検討会において放水箇所における局所的な影響を考慮すべきとの意見をいただいたことから、現在放水箇所周辺における放流水
の混合の状況を検討するための調査を実施中。
なお、木曽川水系連絡導水路による新規利水の導水については、導水先の河川環境との関係に配慮して行うこととする。

木曽川

飛騨川

長良川

揖斐川

伊勢湾

徳山ダム

岩屋ダム

新丸山ダム

阿木川ダム

横山ダム

西平ダム

牧尾ダム

味噌川ダム

木曽川大堰

（建設中）

成戸

万石

根尾川

（建設中）

岡島
犬山頭首工

犬山橋

藍川橋

長良川河口堰

水環境

環境基準AA類型

環境基準A類型

木曽東海大橋

南濃大橋
木曽三川におけるＢＯＤ（Ｈ６）

0

1

2

3

揖
斐
川

（
岡
島
橋
）

長
良
川

（
南
濃
大
橋
）

木
曽
川

（
木
曽
東
海
大
橋
）

（
m
g/
l）

平均値環境基準AA類型

環境基準A類型
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近2/20安定供給可能量

①計 画 ②実 際 ④実 際

施設

安定供給可能量

③安定供給可能量

渇水期間

取
水
量

取水できない量近2/20安定供給可能量

ダム容量が
半分になっ
たら節水開
始

H6以降の施設

半分から節水開始

⑤導水路があれば

①計画上近年の２０年に２番目の渇水年の流況では、すべての水資源施設を使用して安定的な供給が可能である。

②結果として近年の２０年に２番目の渇水年の流況となっても、渇水の途中ではその渇水がいつまで続くかわから
ないため、ダム貯水量の減少に伴い節水（取水制限）を実施。

近２／２０ 異常渇水時

連絡導水路及び水系
総合運用

参考：渇水時及び異常渇水時の運用の考え方
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参考：徳山ダム渇水対策容量の確保及び連絡導水路検討の経緯

・徳山ダムに確保した渇水対策容量は、１／１０規模を超える異常渇水時に木曽川水系の維持流量を確保する目的で確保。
・この渇水対策容量の確保及び連絡導水路検討の経緯は以下のとおり。
■平成９年２月
平成7年度～8年度に開催した「徳山ダム建設事業審議委員会」で、「徳山ダムにおける治水並びに利水の緊急性・重要
性、環境との調和、水源地域の方々の協力、これまでの経緯等を総合的な観点から判断して、徳山ダムは、現計画のダ
ムの規模（総貯水容量約６億６千万m3）を変えずに、新規利水容量の一部を減量し渇水対策容量として確保するよう計画
を変更して事業を進め、早期に完成させるべきである。」との総括意見がまとめられた。
■平成９年６月
木曽川水系水資源開発基本計画（一部変更）にて、徳山ダム渇水対策容量が明記された。
■平成１０年１月
徳山ダム事業実施計画変更（第２回）が認可。徳山ダムに渇水対策容量の確保が位置づけられた。
■平成１２年１月
徳山ダム本体工事に着手
■平成１２年４月
連絡導水路の予備調査に着手
■平成１６年６月
「徳山ダムに関する三県一市副知事・助役会議」にて、導水路の早期の具体化に向けて検討を進めることを確認。
■平成１６年１０月
「徳山ダムに係る導水路検討会」を設置。
■平成１８年８月
第６回徳山ダムに係る導水路検討会にて、「既往成果を基に上流ルート案と下流ルート案の効果及び経済性を比較した
ところ、上流ルート案が優位と認められたことから、引き続き上流ルート案にて実施計画調査を進め、コスト縮減の観点を
含めたより具体的な検討を進めていく」ことを確認した。
■平成１９年８月
第７回徳山ダムに係る導水路検討会にて、ルートを「上流分割案」とすることを確認。併せて、事業主体を独立行政法人
水資源機構へ承継すること。水系総合運用の必要性を確認した。
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プロジェクトタイプの事業の進め方と河川整備計画の関係

河
川
整
備
基
本
方
針

河
川
整
備
計
画

（施
設
計
画
）

事
業
計
画

事
業
実
施

「整
備
す
る
」旨
を
記
述

施
設
構
造
等

具
体
的
な
場
所

※整備計画は、流域の社会情勢や地域の意向等を適切に反映出来るよう、必要に応じて変更する。
ダム等事業については、別途５年毎に再評価することとなっている。

（例）

導水路事業

遊水地事業 等

維
持
管
理

操
作
規
則
等

環境調査検討 モニタリング

第9回木曽川水系
流域委員会 資料-3


